
20広報  いしかり  2012.7

info
プラス

消費生活相談国民年金保険料の免除制度

サクラサイト商法
　携帯電話などに「悩みを聞いてほしい」「お金を差し上げ
ます」などとメールが届き、別のサイトのＵＲＬに誘導さ
れて高額な利用料金を支払わされる、という被害が急増し
ています。サイト運営業者に雇われた「サクラ」が、異性・社
長・弁護士・芸能人などになりすまして、消費者の気持ちを
利用し、メール交換などの有料サービスを利用させ、その
たびに支払いを続けさせる詐欺的な手口です。
　国民生活センターではこのような手口を「サクラサイト
商法」と命名し、注意を呼びかけています。
　利用のきっかけは、広告メールやＳＮＳ（会員制交流サ
イト）へのメッセージの書き込み、内職・副業に関するサイ
ト、占いサイトなどに登録後届くメールです。
　知らない相手からのメールは安易に信用せず、おかしい
と思ったら、お金を支払う前に消費生活相談窓口へご相談
ください。

●石狩市消費生活相談窓口　175-2282
　毎週月・水・木・金曜　10:00～15:00　■所市役所1階ロビー
●石狩消費者協会相談窓口　172-2432
　毎週火曜　10:00～15:00　■所石狩商工会館（花川北6-1）

問合せ　国民健康保険課国民年金担当　172-3122

　経済的な理由などで一時的に保険料を納めることが困難な場合、
申請により所得に応じて保険料の全額または一部が免除となる制
度があります。免除対象期間は７月から翌年の６月分（申請日が１
月～６月までの場合はその年の６月分）までの保険料です。　※申
請者本人のほか、配偶者、世帯主の所得が一定額以上の場合は免除
が認められない場合があります

・承認を受けても、全額免除以外の方は減額された保険料の納付が
必要です。納め忘れると未納扱いとなり、将来の老齢基礎年金額
に反映されず、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、
年金を受け取ることができない場合があります。
・免除の承認を受けた方が将来受ける年金額を満額に近づけるた
めに、10年以内であれば追納することができます。ただし、保険料
免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に
追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされた額での
納付となります。

台所火災には、ＩＨクッキングヒーターからの出火もあります。専用の調理器具以外を使用しないこと、少量の油で揚げ物をしないよう
注意しましょう。（石狩消防署予防課）

そ 

せ
い

そ
の
ほ
か

保
険・年
金

防　

災

全額免除 －　　 1 ／２
４分の３免除（４分の１納付） ３，７５０円 ５／８
半額免除 ７，４９０円 ６／８
４分の１免除（４分の３納付） １１，２４０円 ７／８

通常納付の場合（免除なし） １４，９８０円 １   

納付額（平成24年度の1カ月分） 年金額への反映割合※

※通常通り納付した場合を１とする

▼免除が承認されたときの納付額と年金額への反映割合

　

日
赤
の
活
動
資
金
に
ご
協
力
を

　

皆
さ
ん
の
善
意（
活
動
資
金
）と
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
支
え
ら
れ
る
赤

十
字
。活
動
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。本
年
度
も
町
内

会
な
ど
を
通
じ
て
皆
さ
ん
に
協
力
を

依
頼
し
ま
す
。

※

強
化
期
間
以
外
も
随
時
受
付 

受
付
強
化
期
間　

7
月
1
日
（日）
〜
8

月
31
日
（金） 

問
合
せ　

日
赤
石
狩
市
地
区
事
務
局

（
市
社
会
福
祉
協
議
会
内
）

1
72
・
8
1
8
4
5
74
・
2
0
0
8

　

国
保「
高
齢
受
給
者
証
の
更
新
」

　
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
で
す
。70

歳
〜
74
歳
の
国
保
加
入
者
の
方
に
は
、

7
月
下
旬
に
受
給
者
証
を
お
送
り
し

ま
す（
更
新
手
続
き
は
不
要
）。

【
限
度
額
適
用
認
定
証
／
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
更
新
】

①「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認

定
証
」と
②「
国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」の

有
効
期
限
も
7
月
31
日
で
す
。認
定

証
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、国

保
被
保
険
者
証
を
持
参
し
、申
請
し

て
く
だ
さ
い
。②
の
交
付
を
希
望
し
、

過
去
1
年
間
で
90
日
以
上
の
入
院
が

あ
る
場
合
は
、入
院
費
の
支
払
明
細

書
や
領
収
書
な
ど
入
院
日
数
が
分
か

る
も
の
も
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

4
月
か
ら
外
来
診
療
に
お
け
る
高

額
医
療
費
の
取
り
扱
い
が
変
更
と
な

り
、①
ま
た
は
②
を
提
示
す
る
こ
と
で
、

外
来
診
療
で
も
窓
口
で
一
定
額
以
上

を
支
払
う
必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

申
請
・
問
合
せ　

国
民
健
康
保
険
課

1
72
・
3
1
2
3

厚
田
支
所
市
民
生
活
課

1
78
・
2
8
8
6

浜
益
支
所
市
民
生
活
課

1
79
・
2
1
1
2

　

定
期
普
通
救
命
講
習
会

　

心
肺
蘇
生
法
や
異
物
除
去
、Ａ
Ｅ

Ｄ
を
用
い
た
講
習
会
で
す
。受
講
者

に
は「
普
通
救
命
講
習
修
了
証
」を
お

渡
し
し
ま
す
。

対
象　

中
学
生
以
上
の
市
民
ま
た
は

市
内
勤
務
者

日
時　

7
月
15
日
（日）
9
時
〜
12
時

費
用　

無
料

持
ち
物　

筆
記
用
具

申
込
方
法　

事
前
に
電
話
申
込

※
当
日
受
付
不
可

場
所
・
申
込
・
問
合
せ　

石
狩
消
防
署

警
備
課（
花
川
北
1
・
1
）

1
74
・
7
0
2
4

　

㈱
あ
ら
た
北
海
道
支
社
と

　

災
害
時
支
援
協
定

　

災
害
時
の
さ
ら
な
る
対
応
に
備

え
、同
社
が
取
り
扱
う
多
様
な
生
活

用
品
に
つ
い
て
の「
災
害
時
等
に
お

け
る
生
活
物
資
等
の
供
給
に
関
す

る
協
定
」を
5
月
10
日
（木）
に
締
結
し

ま
し
た
。

問
合
せ　

総
務
課
危
機
管
理
担
当

1
72
・
3
1
9
0

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
結
果

テ
ー
マ　

企
業
立
地
優
遇
制
度
の
改
正

意
見
の
募
集
期
間　

4
月
2
日
（月）
〜

5
月
1
日
（火） 

意
見
の
提
出
状
況　

意
見
提
出
者
0

人
、意
見
等
の
件
数
0
件

問
合
せ　

企
業
誘
致
室 　

1
72
・
3
1
5
8
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各医療費受給者証は７月31日で
有効期限が満了します

傍聴
者数

公開
区分開催日 主　な　議　題審議会名称（担当課）

●5月の審議会等開催状況

問合せ　協働推進・市民の声を聴く課　172-3153

火災の被害を最小限にするため、「住宅用火災警報器」と初期消火に有効な「住宅用消火器」、火が着いても燃え広がりにくい「防炎製品」の
防火3点セットを用意しておきましょう。（石狩消防署予防課）

非公開介護認定審査会
（高齢者支援課）

要介護認定の審査、判定
（5月中6回開催）

28

　現在お持ちの医療費受給者証（重度心身障害者・ひとり
親家庭等・乳幼児等医療費受給者証）が更新となる方に
は、7月下旬に医療費受給者証を送付します。なお、所得制
限のため受給資格のなかった方でも、平成23年中の所得
や控除額の状況によっては助成対象となる場合もあります
ので、該当すると思われる方は、お問い合わせください。

高額療養費の請求事務の簡素化にご協力を！
　入院などで発生する高額療養費、また食事代の軽減のた
めに、あらかじめ「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準
負担額減額認定証」の交付を受けてください。申請手続きな
どの詳細は、加入している健康保険に確認してください。

ひとり親家庭等受給者証
　8月以降の資格を判定するため、平成23年中（1月～12月）の
所得審査を行います。23年中に受け取った養育費の8割を所得
として計算し（児童扶養手当制度に準じます）、年間所得額＋養
育費の8割が「236万円＋扶養人数×38万円」以上の場合は、養
育費の申告が必要です。申告がない場合は、養育費を受け取っ
ていないものとして審査しますが、後日変更があった場合は、さ
かのぼって資格喪失・給付金返還になる場合もあります。
新しい受給者証の有効期間　8月1日～平成25年７月31日※
申告期限　7月13日(金)　　持ち物　印鑑

重度心身障害者医療受給者証・乳幼児医療等受給者証
　8月以降の資格を判定するため、平成23年中（1月～12
月）の所得審査をし、引き続き該当する方には、７月下旬に新
しい受給者証を送付します。
新しい受給者証の有効期間
・重度心身障害者　8月1日～平成25年７月31日※
・乳幼児等　　　　8月1日～平成26年７月31日※

※年齢・資格要件等により有効期限が早期に設定されている場合もあります

問合せ　ひとり親・乳幼児医療　子ども家庭課   172-3128
重度心身障害者医療　国民健康保険課   172-3125

12 公開 2地域防災計画・水防計画
改訂検討委員会(総務課)

発災時の検討－避難勧告・避難指示
発令－（課題の提出と解決策検討）

16 公開 0行政評価委員会
（企画課）

・施策「まちづくりへの市民参加・協
働」について　・施策「男女共働参
画の推進と人権の尊重」について

18

24

21 平成24年度奨学生の選考につ
いて 非公開奨学審議委員会

（学校教育課）

公開 0情報公開・個人情報保護
審査会（情報推進課）

平成23年度石狩市情報公開・
個人情報保護制度開示請求実
施状況報告について

非公開障害者自立支援認定
審査会 （障がい支援課）

障害者自立支援法に基づく介護給
付申請者の障害程度区分の審査 

・地域自治区の今後のあり方～浜
益支所６年半の総括～　・浜益地
区における観光の活性化について

浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課） 公開 2

公開 0行政改革懇話会
（総務課） 今年度の進め方について（仮）

31 公開 0厚田区地域協議会
（厚田支所地域振興課） 地域振興事業の取組について

　

石
狩
後
志
海
区
漁
業
調
整

　

委
員
会
委
員
選
挙

告
示
日　

7
月
24
日
（火） 

投
票
日
時　

8
月
2
日
（木） 

10
時
〜

16
時

場
所　

入
場
券
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

【
期
日
前
投
票（
不
在
者
投
票
）】

日
程　

7
月
25
日
（水）
〜
8
月
1
日
（水） 

場
所　

①
市
役
所　

②
厚
田
総
合
セ

ン
タ
ー　

③
浜
益
支
所

時
間　

①
8
時
30
分
〜
20
時

②
③
10
時
〜
17
時

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

1
72
・
3
1
4
6

　

自
衛
官
募
集

募
集
種
目　

自
衛
隊
一
般
曹
候
補
生

応
募
資
格　

18
歳
以
上
27
歳
未
満
の

方（
平
成
25
年
4
月
1
日
現
在
）

試
験
日　

9
月
17
日（
月
・
祝
）

申
込
期
間　

8
月
1
日
（水）
〜
9
月
7

日（
金
・
必
着
）

問
合
せ　

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本

部
江
別
地
域
事
務
所

1
0
1
1
・
3
8
3
・
8
9
5
5（
月

〜
金
曜
9
時
〜
17
時
）

【
自
衛
官
募
集
説
明
会
】

日
時　

7
月
26
日
（木） 

15
時
〜
17
時

場
所　

花
川
北
コ
ミ
セ
ン

説
明
種
目　

一
般
曹
候
補
生
・
自
衛

官
候
補
生

問
合
せ　

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本

部
江
別
地
域
事
務
所

1
0
1
1
・
3
8
3
・
8
9
5
5（
月

〜
金
曜
9
時
〜
17
時
）

　

中
小
企
業
支
援

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

【
高
度
・
専
門
的
な
経
営
課
題
を
解
決

し
ま
す
！
】

　

北
海
道
経
済
産
業
局
が
選
定
し
た
、

中
小
企
業
支
援
の
専
門
知
識
や
豊
富

な
実
績
を
有
す
る「
中
小
企
業
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」に

よ
る
訪
問
相
談
で
す
。必
要
に
応
じ

て
さ
ら
に
専
門
家
の
派
遣
に
よ
り
、

中
小
企
業
が
抱
え
る
課
題
の
解
決
を

図
り
ま
す
。

対
象　

市
内
の
中
小
企
業
者
限
定

日
程　

第
２
木
曜
・
第
４
水
曜（
来
年

2
月
ま
で
）

時
間　

10
時
〜
16
時

申
込
方
法　

H
P
よ
り
申
込
書
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、窓
口
へ
提
出
ま
た

は
フ
ァ
ク
ス
。

申
込
・
問
合
せ　

石
狩
商
工
会
議
所

指
導
課　

花
川
北
6
・
1
・
5　

1
72
・
2
1
1
1
5
72
・
2
5
7
7

　

http://w
w

w
.ishikari-cci.or.jp/

　

石
狩
ハ
イ
ス
タ
ン
プ
会

　

た
め
た
シ
ー
ル
で
参
加
で
き
る
各

種
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
い
ま
す
。

【
10
周
年
特
別
企
画「
大
盤
振
る
舞

い
」好
評
開
催
中
!
】

　

満
貼
台
紙
に
希
望
の
賞
品
の
応
募

券
を
貼
っ
て
加
盟
店
で
利
用
す
る
と

韓
国
旅
行
や
道
内
旅
行
、石
狩
ハ
イ

ス
タ
ン
プ
会
商
品
券
な
ど
、総
数
１

１
４
７
本
が
抽
選
で
当
た
り
ま
す
。

※
応
募
券
は
石
狩
ハ
イ
ス
タ
ン
プ
会

事
務
所
と
加
盟
店
に
あ
り

【
中
央
バ
ス
カ
ー
ド
】

　

満
貼
台
紙
5
冊
で
中
央
バ
ス
カ
ー

ド
1
枚（
3
千
円
）を
事
務
所
に
て
交

換
。先
着
8
人
、1
人
1
枚
。

日
時　

7
月
2
日
（月） 

10
時
〜

問
合
せ　

石
狩
ハ
イ
ス
タ
ン
プ
会
事

務
所（
花
川
南
2
・
2
）

1
5
72
・
4
5
7
5（
月
曜
〜
金
曜　

10
時
〜
16
時
）


